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福島労働局
１ ． 現下の経済状況を踏まえた総合労働

⾏政機関としての施策の推進

働く⼈たちとともに ２

最重点施策

福島県内の最低賃⾦

〇 福島県最低賃金 ９００円     令和５年１０月１日発効
パート・アルバイト等にかかわらず、すべての労働者に適用されます。（金額は時間額）

〇 福島県特定最低賃金
下記の産業で働く方（個別に適用されない労働者の範囲を規定）に適用されます。

・自動車小売業最低賃金                        ９６０円     令和５年１２月２日発効
＜二輪自動車小売業（原動機付自転車を含む）を除く。＞

・非鉄金属製造業最低賃金                     ９４５円     令和５年１２月２０日発効

・輸送用機械器具製造業最低賃金            ９５４円     令和５年１２月２８日発効

・計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具、
時計・同部品、眼鏡製造業最低賃金        ９２８円     令和６年１月１２日発効

・電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、
情報通信機械器具製造業最低賃金         ８８０円     令和４年１２月３０日発効
＜医療用計測器製造業（心電計製造業を除く）を除く。＞ ※令和５年１０月1日以降は、福

島県最低賃金９００円が適用

◇「 資⾦移動業者の⼝座への賃⾦⽀払」 に関する周知及び指導を⾏い

ます。
使⽤者が労働者に賃⾦を⽀払う場合において、通貨のほか、従来から認められていた銀⾏

その他の⾦融機関の預⾦⼜は貯⾦の⼝座への賃⾦の振込み等に加え、厚⽣労働⼤⾂が指定す
る資⾦移動業者の⼝座への賃⾦の資⾦移動による⽀払が認められています。そのため、福島
労働局及び監督署においても、労働者及び使⽤者に対し制度の周知を図るとともに、労働基
準法違反が疑われる事案を把握した場合は速やかに必要な指導を⾏います。

◇最低賃⾦・ 賃⾦の引上げに向けた⽀援・ ⾮正規雇⽤労働者の処遇

改善等を推進します。

「年収の壁・⽀援強化パッケージ」の⼀つとして、労働者を新たに社会保険に加⼊させると
ともに、賃⾦を増加させる取組みを⾏った事業主を助成する「社会保険適⽤時処遇改善コー
ス」や、拡充された「正社員化コース」をはじめ、キャリアアップ助成⾦すべてのコースに
ついて、ハローワークとともに周知等による活⽤促進を図り、⾮正規労働者の処遇改善や正
社員化に取り組んだ事業主への⽀援を⾏います。

また、雇⽤保険を受給できない⽅の安定した職業への再就職等を促進するとともに、 スキ
ルアップを希望する⾮正規雇⽤労働者等を⽀援するため、就職に必要な技能及び知識の習得
のための求職者⽀援制度を積極的に周知・広報し、活⽤を推進します。
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福島労働局
最重点施策

２ ． 魅⼒ある職場づく り と多様
な⼈材の活躍推進

（ １ ） 魅⼒ある職場づく りの推進

福島県の復興・再⽣を持続的に進めるため、これを⽀える⼈材を確保し定着に結
びつけることが重要です。
そのため、県内企業が、働き⽅改⾰に取り組むことを通して「魅⼒ある職場づく

り」を推進していけるよう⽀援します。

福島県魅⼒ある職場づく り推進協議会

働く⼈たちとともに ７

福島労働局、福島県、東北地⽅産業局及び県内の労使団体の代表で構成される地⽅版政労

使会議「福島県魅⼒ある職場づくり推進協議会」を年１回開催しており、働き⽅改⾰の⼀環
として、５カ年計画で働き⽅改⾰に関する３つの⽬標を、全機関が協⼒して達成する取組み
を⾏っており、毎年その進捗及び今後の計画について確認することとしています。
また、令和５年度から、賃⾦引上げに向けた環境整備等についても、併せて同協議会にお

いて意⾒交換等を⾏っています。
福島県魅⼒ある職場づく り推進協議会が

取り組む「 ３ つの⽬標」

○働き⽅改⾰（ ⻑時間労働の是正）
令和7年（2025年）までに、週労働時間60時間以上
の雇⽤者の割合を5％以下にする。

○⾮正規雇⽤者の正社員転換
令和3年（2021年）から令和7年（2025年）までの5
年間で、正社員就職・正社員転換を93,055⼈以上に
する。

○⼥性の活躍推進
令和7年（2025年）までに、⺠間企業課⻑相当職に

占める⼥性の割合を20％以上にする

◇政労使等関係機関と連携し魅⼒ある職場づく り を推進します。

（令和６年２⽉５⽇特別開催写真）

◇⻑時間労働の抑制に向けた取組を推進します。
（ ア）⽣産性を⾼めながら労働時間の縮減等

に取り組む事業者等の⽀援

中⼩企業等の抱える様々な課題に対応する

ため、福島働き⽅改⾰推進⽀援センターによ
るワンストップ相談窓⼝において、関係機関

や全国センターと連携を図りつつ、窓⼝相談
や個別訪問⽀援、セミナー等に加え、業種別
団体等に対する⽀援を⾏います。
また、「働き⽅・休み⽅ポータルサイト」

を案内し、企業の改善策の提供と好事例の紹

介、働き⽅・休み⽅改善コンサルタントによ
る専⾨的な助⾔及び指導を⾏います。

働き⽅・ 休み⽅改善ポータルサイト
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福島労働局

長時間労働が疑われる事業場に対する監督結果（令和４年４月～令和５年３月）の概要

➡ このよう な指導により法違反の是正が図られています。

働く⼈たちとともに ９

＜事例１＞卸売業

●労働時間（労基法第32条）
●時間外及び休⽇の労働（労基法

第36条）

指導内容

①時間外労働及び休⽇労働に関する協定で定めた上限時間を超え、かつ

②労働基準法第36条第６項に定められた時間外・休⽇労働の上限（⽉100
時間未満、複数⽉平均80時間以内）を超える違法な時間外・休⽇労働が認
められたことから、指導を実施した。

＜事例２＞学術研究、専
⾨・技術サービス業

●労働時間（労基法第32条）

●時間外及び休⽇の労働（労基法
第36条）

指導内容

精神障害を発症した労働者について、①時間外労働及び休⽇労働に関す

る協定を締結し所轄労働基準監督署⻑に届け出ることなく、かつ②労働基
準法第36条第６項に定められた時間外・休⽇労働の上限（⽉100時間未満、
複数⽉平均80時間以内）を超える違法な時間外・休⽇労働が認められたこ
とから、指導を実施した。

＜事例３＞製造業

●労働時間（労基法第32条）

●時間外及び休⽇の労働（労基法
第36条）
●健康診断（安衛法第66条の４）

指導内容

①時間外労働及び休⽇労働に関する協定で定めた上限時間を超え、かつ

②労働基準法第36条第６項に定められた時間外・休⽇労働の上限（⽉100
時間未満、複数⽉平均80時間以内）を超える違法な時間外・休⽇労働が認
められたこと、③労働安全衛⽣法に基づく健康診断実施後の措置が⾏われ
ていなかったことから、指導を実施した。

２ ． 魅⼒ある職場づく り と多様な
⼈材の活躍推進

最重点施策

（ ２ ） 多様な人材の活躍に対する支援

◇フリーランスの就業環境の整備に取り組みます。

フリーランス・事業者間取引適正化等法の施⾏に向け

て、フリーランスや発注事業者等に対し、あらゆる機会
を捉えて周知啓発を⾏うとともに、就業環境整備に関す

る内容についての問い合わせに適切に対応します。
フリーランス・事業者間取引適正化等法の施⾏後は、

フリーランスから法違反に関する申出があった場合には、

発注事業者等に対する指導を⾏うことにより、法の履⾏
確保を図ります。
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福島労働局最重点施策

働く⼈たちとともに １１

２ ． 魅⼒ある職場づく り と多様な
⼈材の活躍推進

◇総合的なハラスメ ント 対策を推進するとともに、 働く 環境改善等
の⽀援を⾏います。

（イ）就職活動中等の学⽣に対するハラスメント対策等の推進
   就職活動中の学⽣等に対するハラスメントについて、事業主に対して、ハラスメ
ント防⽌指針に基づく「望ましい取組」の周知徹底を図ります。
学⽣等に対しては、⼤学等を通じて相談先等を記載したリーフレットの周知に努

め、事案を把握した場合は、事業主に対して適切な対応を求めます。

（ア）職場におけるハラスメント等に関する雇⽤管理上の防⽌措置義務の履⾏確保
パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント等職場におけるハラスメント

防⽌措置を講じていない事業主に対して指導を実施することにより、法の履⾏確
保を図ります。

（ウ）職場におけるハラスメント等への周知啓発の実施及びカスタマーハラスメント対
策等の推進
職場におけるハラスメントの撲滅に向け、１２⽉の「職場のハラスメント撲滅⽉

間」を中⼼に、事業主等への周知啓発を実施します。また、カスタマーハラスメン
トの防⽌対策を推進するため、カスタマーハラスメント対策企業マニュアル等を活

⽤して、企業の取組を促します。

（エ）働く⼈のワークエンゲージメントの向上に向けた⽀援
ワークエンゲージメントを含む働き甲斐の向上に向けて、リーフレット等によ

る周知を⾏います。
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２ ． 魅⼒ある職場づく り と多様な
⼈材の活躍推進

最重点施策

働く⼈たちとともに １２

◇⺠間企業における⼥性活躍促進のため
の⽀援を⾏います。

⼥性活躍推進法に基づく改正省令により常時雇⽤す

る労働者数301⼈以上の事業主に義務付けられた男⼥
の賃⾦差異に係る情報公表について、指導を実施する

ことにより、着実に履⾏確保を図ります。また、男⼥
の賃⾦の差異は、募集・採⽤、配置・昇進、教育訓練
等における男⼥差の結果として現れるものであること

から、これらの男⼥差が性別を理由とした差別的取扱
いに該当しないか等について確認し、法の確実な履⾏

確保を図ります。
⼥性活躍推進法に基づく⼀般事業主⾏動計画の策定

等については、企業の実態に即した計画の策定を⽀援

するとともに、義務企業の届出等の徹底等を図ります。
あわせて、「えるぼし」、「プラチナえるぼし」の

認定基準について広く周知するとともに、認定の取得
促進に向けた働きかけを⾏います。

（ ３ ） 女性活躍促進のための支援及び仕事と育児・ 介護の
両立支援

令和４年７⽉８⽇に施⾏された⼥性活躍推進法に基づく改正省令により男⼥の賃⾦の差異に

係る情報公表が義務付けられた企業に対して、法の履⾏確保を図る必要があり、併せて仕事と家
庭の両⽴⽀援の取組を促進する必要があるため、以下の施策を推進します。

福島サンケン 株式会社 様
（「えるぼし認定」企業）

＜えるぼし認定企業数＞
19社（令和６年３⽉末現在）
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◇不妊治療と仕事との両⽴⽀援を推進します。

働く⼈たちとともに １４

（エ）次世代育成⽀援対策を推進します。
 次世代育成⽀援対策推進法に基づく⼀般事業主⾏動計画の策定等については、企
業の実態に即した計画の策定を⽀援するとともに、義務企業の届出等の徹底等を図

ります。
あわせて、「くるみん」、「プラチナくるみん」、「トライくるみん」及び「く

るみんプラス」の認定基準について広く周知するとともに、認定の取得促進に向け
た働きかけを⾏います。
さらに、県内企業における「イクボス宣⾔」を推進します。

社会福祉法⼈ 郡⼭福祉会 様
（「プラチナくるみん認定」企業）

社会福祉法⼈ 南町保育会 様
（「くるみんプラス認定」企業）

不妊治療と仕事との両⽴⽀援に関する認定制度「くるみんプラス」の周知及び認定
促進を図ります。
また、「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル」や

「不妊治療と仕事との両⽴サポートハンドブック」、不妊治療のために利⽤できる特

別休暇制度の導⼊等に関する各種助成⾦等を活⽤し、性と健康の相談センターとも連
携しつつ、不妊治療と仕事との両⽴がしやすい職場環境整備の推進のための周知啓発
や相談⽀援を⾏います。

＜プラチナくるみん・くるみん等認定企業数＞

プラチナくるみん認定企業   ６社
くるみん認定企業  53社
くるみんプラス認定企業  １社

（令和６年3⽉末現在）

２ ． 魅⼒ある職場づく り と多様な
⼈材の活躍推進

最重点施策
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（ ４ ） 正社員希望者・ 若者の就職⽀援と職場定着に向けた取組

最重点施策

◇正社員転換・ 待遇改善実現に向けた取組を推進します。
いわゆる就職氷河期世代の⽅を含め、正社員を望む⽅が正社員として就職できる雇⽤環境を

整備することは、県内全体を魅⼒ある職場としていく意識の喚起につながります。このため、
正社員に重点を置いた求⼈開拓や⾮正規雇⽤求⼈の正社員求⼈への転換による正社員求⼈の確

保、トライアル雇⽤助成⾦やキャリアアップ助成⾦の活⽤、担当者制等によるきめ細やかな職
業相談や応募書類の作成指導等により、積極的なマッチングを図ります。

働く⼈たちとともに １６

（⼈） （％）

２ ． 魅⼒ある職場づく り と多様な
⼈材の活躍推進
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◇若者の就職⽀援と職場定着に向けた取組を推進します。
  新規学卒者等、多くの若者が県内企業へ就職する機会を確保するために、若者と県内企業

をつなぐ機会となる企業説明会や就職⾯接会を開催するとともに、県内事業所に対し、できる
だけ早期かつ多くの新卒求⼈の提出を促します。
また、若者が県内企業に定着し、地域の産業を⽀えていくために、若者の採⽤・育成に積極

的に取り組む雇⽤管理が優良な中⼩企業に対し、厚⽣労働⼤⾂が認定する「ユースエール認定

制度」を広く周知し、普及拡⼤に努めるとともに、認定企業のPR等を積極的に進めます。
さらに、採⽤時のトラブルは、若者の職業⽣活に⻑期的な影響を及ぼすおそれがあるため、

福島わかものハローワーク及び福島・郡⼭新卒応援ハローワークの在職者向け相談窓⼝の相談
体制を強化し、労働基準関係法令違反の疑いがある場合は、監督署に情報提供します。

ユースエール認定企業５年継続式典
（令和６年２⽉１⽇開催）

⼤卒等合同就職⾯接会・説明会
 ユースエール認定企業ブース

ハローワーク⼆本松

ユースエール認定企業
ＰＲコーナー

働く⼈たちとともに １７

前列左より 新協地⽔株式会社 様、福島労働局⻑

株式会社釜屋 様
後列左より 株式会社和知鐵⼯所 様

⺒ノ瀬建設⼯業株式会社 様

左より 福島労働局⻑

株式会社藤建技術設計センター 様
東建⼟質測量設計株式会社 様

学⽣や若者に対して

ユースエール認定企業の
魅⼒を発信︕

ユースエール認定通知書交付式
（令和６年２⽉14⽇開催）

ユースエール認定企業の周知・ 広報

69社（令和６年１⽉末時点）

２ ． 魅⼒ある職場づく り と多様な
⼈材の活躍推進

最重点施策

⼊⼝付近に⽬⽴つように
ユースエル認定企業PR
コーナーを設置︕
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最重点施策 ３ ． 東⽇本⼤震災からの復興⽀援

（ １ ） 復旧・ 復興に従事する労働者の健康・ 安全対策等の推進

◇原発での廃炉作業に従事する労働者の健康・ 安全対策等を

推進します。

指導の様子

東⽇本⼤震災及び福島第⼀原⼦⼒発電所の事故からの復旧・復興関連に従事する

労働者の安全・健康をはじめとした労働条件の確保を図るとともに、就労⽀援を

推進します。

 福島第⼀原⼦⼒発電所の廃炉作業の業務を⾏う事業者に対し、労働安全衛⽣法令に基づ

く労働者の安全・健康確保対策の徹底のほか、東京電⼒福島第⼀原⼦⼒発電所における安

全衛⽣管理対策のためのガイドライン（以下「１Fガイドライン」という。）に基づく東

京電⼒ホールディングス㈱と元⽅事業者が⼀体となった安全衛⽣管理体制の確⽴、リスク

アセスメント及びその結果に基づく措置の実施、⼀元的な被ばく線量管理、被ばく低減対

策、健康管理対策等の徹底、労働基準法の遵守による基本的労働条件の確⽴が図られるよ

う、指導を⾏います。

 また、東京電⼒ホールディングス㈱と連携を図りつつ、元⽅事業者及び関係請負⼈を対

象とした説明会を開催し、これらの具体的措置の徹底を図らせます。

 さらに、１Fガイドラインに基づき提出される放射線管理計画及び放射線作業届等の審

査を通じて、被ばく低減対策や安全対策について、作業の計画段階から必要な指導を⾏い

ます。

働く⼈たちとともに １８

〇 廃炉作業を⾏う 事業場に対する監督指導事例

・⾼さが２ｍ以上の開⼝部等、墜落により労働者に危険を及
ぼすおそれのある箇所において、労働者に要求性能墜落制⽌
⽤器具を使⽤させることなく作業を⾏わせていたことから、
作業⽅法を変更して墜落防⽌措置を講じるよう指導を⾏った。

・⾞両系建設機械（ドラグ・ショベル）を⽤いて作業を開始
する前に、ブレーキ及びクラッチの機能について点検を⾏っ
ていなかったことから、作業開始前の点検を徹底するよう指
導を⾏った。

・労働者に⽀給する⼿当の⼀部について割増賃⾦の算定基礎
に含めておらず、時間外労働及び深夜労働に対する割増賃⾦
の⽀払⾦額が不⾜していたことから、不⾜分の割増賃⾦を⽀
払うよう指導を⾏った。

・下請事業者の労働安全衛⽣法令違反について、事業の全
般を管理している元⽅事業者が、当該下請事業者に法令違
反が⽣じることのないよう必要な指導を⾏っていなかった
ことから、確実に指導するよう当該元⽅事業者に指導を
⾏った。

➡このような指導により法違反の是正が図られています。
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３ ． 東⽇本⼤震災からの復興⽀援最重点施策

◇除染等業務、 汚染⼟壌等の搬⼊・ 搬出業務等に従事する労働
者の健康・ 安全対策等を推進します。

除染等業務等を⾏う事業者に対し、労働安全衛⽣法令に基づく労働者の安全・健康確保対

策の徹底のほか、「除染等業務に従事する労働者の放射線障害防⽌のためのガイドライン」

等に基づく元⽅事業者による安全衛⽣管理体制の確⽴、被ばく線量管理、被ばく低減対策等

の徹底、労働基準法の遵守による基本的労働条件の確⽴が図られるよう、指導を⾏います。

さらに、環境省福島地⽅環境事務所と合同で除染等業務現場のパトロールを実施するなど

発注者との連携を図りつつ、安全及び健康確保対策を推進します。

また、各種説明会等の機会を捉え、「除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度」の活

⽤による継続的な被ばく線量管理について周知等を⾏います。

働く⼈たちとともに １９

〇 除染等業務、 汚染⼟壌等の搬⼊・ 搬出業務等を⾏う 事業場に対する監督指導事例

     
・除染等作業の対象となる汚染⼟壌の放射能濃度を調査した結果を除染等作業に従事する各労働者に明⽰
していなかったことから、調査結果を明⽰するよう指導を⾏った。

・⾞両系建設機械（ドラグ・ショベル）の運転者が運転位置から離れる際にエンジンを停⽌させていな
かったことから、直ちにエンジンを⽌めるよう指導を⾏った。

・下請事業者の労働安全衛⽣法令違反について、事業の全般を管理している元⽅事業者が、当該下請事業
者に法令違反が⽣じないよう必要な指導を⾏っていなかったことから、確実に指導するよう当該元⽅事業
者に指導を⾏った。

・除染等電離放射線健康診断報告書を所轄労働基準監督署⻑に提出していなかったことから、除染等電離
放射線健康診断を実施後、遅滞なく提出するよう指導を⾏った。

・週の労働時間が法定労働時間（40 時間）を超えた部分について時間外労働として取り扱っておらず、
割増賃⾦の⽀払いを⾏っていなかったことから、不⾜分の割増賃⾦を⽀払うよう指導を⾏った。

➡ このような指導により法違反の是正が図られています。
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３ ． 東⽇本⼤震災からの復興⽀援最重点施策

◇中間貯蔵施設等における事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働

者の健康・ 安全対策等を推進します。

中間貯蔵施設等における事故由来廃棄物等処分業務を⾏う事業者に対し、令和２年度に設

置した中間貯蔵施設災害防⽌協議会の開催等により、安全管理⽔準の⼀層の向上を図ります。

また、「事故由来廃棄物等処分業務に従事する労働者の放射線障害防⽌のためのガイドラ

イン」に基づく元⽅事業者による安全衛⽣管理体制の確⽴、被ばく線量管理等の徹底、労働

基準法の遵守による基本的労働条件の確⽴が 図られるよう、指導を⾏います。

 さらに、各種説明会等の機会を捉え、「除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制度」の

活⽤による継続的な被ばく線量管理について周知等を⾏います。

◇偽装請負・ 違法派遣対策を推進します。
復旧・復興⼯事の請負事業者等が参加する、環境省、福島県、福島県警察本部、東京電⼒

ホールディングス（株）等の主催する各種会議等において講演等を実施し、適正な請負の実施
及び偽装請負・違法派遣防⽌について周知啓発を⾏います。復旧・復興⼯事に従事する労働者
には、派遣労働者相談窓⼝の設置について、福島労働局ホームページ等に掲載し周知します。

なお、労働者派遣法に基づく派遣元事業主に対する定期指導は、廃炉作業等に請負業者とし
て関わる派遣元事業主を重点に選定し、偽装請負・違法派遣の防⽌に向けた取組について指導

監督を⾏います。
また、廃炉作業等に従事する労働者からの申告や相談、労働基準監督署及びハローワークか

らの情報提供等により、違法派遣の疑いのある事案を把握した場合は、迅速な調査・指導を⾏

います。

働く⼈たちとともに ２０

〇 中間貯蔵施設等における事故由来廃棄物等処分業務を⾏う 事業場への監督指導事例

     

・平均空間線量率が 2.5 マイクロシーベルト毎時以下の場所において、外部被ばくによる線量を測定する
ための個⼈線量計を着⽤している作業者がいない状態で除染等作業を⾏っていたことから、作業中の空間
線量の測定を適切に⾏うよう指導を⾏った。

・安全衛⽣推進者を選任したときに、当該安全衛⽣推進者の⽒名を作業場の⾒やすい箇所に掲⽰する等に
より関係労働者に周知していなかったことから、安全衛⽣推進者の⽒名の周知を⾏うよう指導を⾏った。

・週の労働時間が法定労働時間（40 時間）を超えた部分について時間外労働として取り扱っておらず、割
増賃⾦の⽀払いを⾏っていなかったことから、不⾜分の割増賃⾦を⽀払うよう指導を⾏った。

・時間外・休⽇労働に関する協定（36 協定）の締結・届出を⾏わないまま法定労働時間を超えて時間外労
働を⾏わせていたことから、36 協定を締結し、所轄労働基準監督署⻑に届け出するよう指導を⾏った。

➡ このような指導により法違反の是正が図られています。
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浜通り地域においては、避難指⽰区域の解除が段階的に進められる中で、福島イノベーショ

ン・コースト構想や福島国際研究教育機構の設⽴等の復興・再⽣に向けた整備も進展しており、
各地⽅公共団体が企業誘致に係る施策を⾏っていることから、関係機関との連携を図りながら、
移住や就職に関する⽀援制度等の情報収集に努め、効果的な情報発信を⾏うことにより、移住
者・定住者の就職⽀援を⾏います。
相双地域（ハローワーク相双・相⾺・富岡）の求⼈については、県内すべてのハローワーク及

び福島就職⽀援コーナー等で共有し、充⾜に取り組むことにより進出企業等の⼈材確保⽀援を推
進します。
また、浜通り地域への若年者の就職を促進し、進出企業等の⼈材確保を⽀援するため、「福島

進出企業等と新規⾼等学校卒業予定者等とのマッチング⽀援事業」を実施します。

３ ． 東日本大震災からの復興支援最重点施策

働く⼈たちとともに ２２

◇浜通り地域への移住者・ 定住者の就職⽀援を推進します。

「就職⾯接会」 被災12市町村等で年10回開催（写真は南相⾺会場〈福島ロボットテストフィールド〉）

「ふくしまで働こう＠オンライン企業説明会」 企業説明会に加え、ふくしま12市町村移住⽀援セン

ター・地⽅公共団体等による「移住⽀援ルーム」を設置して年２回開催

「福島就職⽀援コーナー」（左から、宮城・⼤阪・埼⽟の各コーナー）
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福島労働局

（１）労働条件の確保・改善対策の推進
ア  基本的労働条件の確⽴
イ  裁量労働制の適正な運⽤
ウ  未払賃⾦⽴替払の適切・迅速な実施
エ  労働契約関係の明確化

重点施策 １ ． 労働基準担当部署

（３）労災補償対策の推進
  ア 迅速・公平な事務処理
  イ 相談者等への懇切・丁寧な対応等
  ウ 廃炉作業や除染等業務の従事者への労災保険制度の周知等

働く⼈たちとともに ２３

（２）第14次労働災害防⽌計画を踏まえた労働者が安全で健康に働く
ことができる環境の整備
ア  事業者が⾃発的に安全衛⽣対策に取り組むための周知啓発
イ  労働者の作業⾏動に起因する労働災害防⽌対策の推進
ウ  ⾼年齢労働者、外国⼈労働者等の労働災害防⽌対策の推進
エ  個⼈事業者等に対する安全衛⽣対策の推進
オ  業種別の労働災害防⽌対策の推進
カ  労働者の健康確保対策の推進
キ  新たな化学物質規制の周知、⽯綿ばく露防⽌対策の徹底

第1 4次労働災害防⽌計画（ 計画期間︓令和５ 年4⽉1⽇〜令和1 0年3⽉3 1⽇）

【 基本⽬標】
令和４ 年と⽐較して令和９ 年までに
〇 休業4⽇以上の死傷者数を減少させる
〇 死亡者数を5％以上減少させる

【 計画のねらい】
○ 事業者・ 注⽂者・ 労働者などの関係者が、 安全衛⽣対策について⾃⾝の責任を認
識し 、 真摯に取り 組むことが重要である。 また、 消費者にも、 事業者が安全衛⽣
対策を⾏う 必要性やその経費がサービスに含まれることへの理解が求められる。

○ これからの安全衛⽣対策は、 就業形態の変化や価値観の多様化に対応するもので
なければならない。

○ 安全衛⽣対策に積極的に取り組む事業者が社会的に評価される環境を醸成する。
○ 原発事故からの復興⼯事に伴う 労働者の放射性物質による健康障害防⽌対策、 健
康確保対策、 安全対策の推進が重要である。



働く 人たちとともに 2 4

福島労働局

働く⼈たちとともに ２（

労働局長による現場パトロール
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福島県内の労働災害発⽣状況

新型コロナウイルス感染症を含む 新型コロナウイルス感染症を除く

※令和５年の数値は令和6年1⽉末時点の速報値

厚生労働大臣表彰伝達式

重点施策 １ ． 労働基準担当部署

安全衛⽣優良企業認定マーク
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（10）公的職業訓練の推進
ア 地域ニーズを踏まえた公的職業訓練（ハロートレーニング）の実施
 イ 公的職業訓練への適正な受講あっせん及び就職⽀援

（６）障害者の就労促進
ア 中⼩企業をはじめとした障害者の雇⼊れ⽀援等の強化
イ 改正障害者雇⽤促進法の円滑な施⾏
ウ 多様な障害特性に対応した就労⽀援の強化
エ 公務部⾨における障害者の雇⽤促進・定着⽀援

（ もにす認定企業とは（

令和２年４⽉１⽇に新たに創設された施策で、障害者の雇⽤の促進や職場環境を整えた企業に
対し、厚⽣労働⼤⾂が優良企業中⼩事業主として認定する制度です。
（通称︓もにす認定制・・「ともにすすむ」）という⾔葉に由来し、企業と障害者が共に明る

い未来や社会に進んでいくことを期待し、名付けられたものです。）

（７）⽣活保護受給者等対策の推進
（８）外国⼈に対する⽀援

ア 外国⼈求職者等に対する就職⽀援

 イ 外国⼈労働者の適正な雇⽤管理に関する助⾔・援助等の実施

（９）労働⼒需給調整事業の適正な運営の推進
ア ⺠間⼈材サービス事業者への指導監督の徹底

 イ 医療・介護・保育分野の職業紹介への対応
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全国 福島

障害者の雇⽤状況（ 実雇⽤率）

（４）新規学校卒業者の就職⽀援
ア 新規⾼卒者等に対する就職⽀援

（５）⾼齢者の就労・社会参加の促進
ア ７０歳までの就業機会確保等に向けた環境整備や⾼年齢労働者の処遇

 改善を⾏う企業への⽀援
 イ ハローワークにおける⽣涯現役⽀援窓⼝などのマッチング⽀援
 ウ シルバー⼈材センター等の地域における多様な就業機会の確保

 イ 新規⼤卒者等に対する就職⽀援

働く⼈たちとともに ２（

重点施策 ２ ． 職業安定担当部署

H 2 4 .3卒 H 2 5 .3卒 H 2 6 .3卒 H 2 7 .3卒 H 2 8 .3卒 H 2 9 .3卒 H 3 0 .3卒 H 3 1 .3卒 R2 .3卒 R3 .3卒 R4 .3卒 R5 .3卒 R6 .3卒

求人数 4 , 3 1 3 6 , 2 9 4 7 , 6 0 2 8 , 5 8 9 9 , 0 9 3 8 , 7 8 1 9 , 3 1 0 1 0 ,0 8 3 9 , 6 4 4 8 , 0 0 6 8 , 3 0 6 8 , 8 5 5 9 , 3 5 1

求職者数 5 , 0 0 3 5 , 1 3 9 4 , 7 8 3 4 , 8 1 5 4 , 6 9 6 4 , 6 4 1 4 , 6 1 0 4 , 6 4 7 4 , 5 9 9 4 , 0 1 4 3 , 8 1 0 3 , 5 7 9 3 , 3 7 9

就職内定率 8 8 .7 9 2 .3 9 4 .8 9 6 .7 9 7 .5 9 6 .7 9 7 .1 9 6 .9 9 6 .5 9 5 .8 9 6 .4 9 6 .1 9 6 .4
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求⼈数 求職者数 就職内定率新規⾼卒者の就職内定率等の推移（ 各年1⽉末現在）

R5 .3卒R4 .3卒R3 .3卒R2 .3卒H 3 1 .3卒H 3 0 .3卒H 2 9 .3卒H 2 8 .3卒H 2 7 .3卒H 2 6 .3卒H 2 5 .3卒H 2 4 .3卒

大学 9 6 .49 6 .09 7 .89 8 .59 7 .79 8 .09 7 .89 5 .19 4 .79 4 .09 3 .08 8 .5

短大 9 8 .29 7 .69 8 .69 7 .89 5 .29 8 .09 7 .29 5 .99 5 .29 3 .79 3 .58 6 .6

高専 1 0 0 . 01 0 0 . 01 0 0 . 01 0 0 . 01 0 0 . 01 0 0 . 09 9 .29 7 .39 9 .21 0 0 . 01 0 0 . 01 0 0 . 0

専修 9 5 .89 6 .89 4 .29 7 .09 7 .09 5 .29 6 .99 3 .49 4 .59 4 .79 3 .89 1 .9

全体 9 6 .69 6 .69 7 .19 8 .19 7 .19 7 .39 7 .59 4 .99 4 .89 4 .39 3 .48 9 .3
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98 .1
97.197.397 .5
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新規⼤卒者の就職内定率等の推移（ 各年３ ⽉末現在）
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43,689 46,343 48,734 50,739 51,891 53,827 55,181 55,965 56,482 57,181 56,755 
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雇用保険被保険者（60歳以上）の推移（各年12月末現在）

60～64歳 65歳以上

⼈
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福島労働局重点施策 ３ ． 雇⽤環境・ 均等担当部署

（１） 総合労働相談コーナーの適切な運営
（２） 個別労働関係紛争解決促進法に基づく効果的な助⾔・指導

及びあっせんの実施
（３） 男⼥雇⽤機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム・

有期雇⽤労働法、労働施策総合推進法関係の紛争解決の援助

働く⼈たちとともに ２（

重点施策 ４ ． 労働保険適⽤徴収担当部署

1,273 

1,141 

769 558 

472 

417 
158 

191 

120 92 
34 520 295 

令和４年度 ⺠事上の個別労働紛争相談件数

いじめ・嫌がらせ ⾃⼰都合退職
解雇 退職勧奨
労働条件引下げ 賠償
雇⽌め 出向・配置転換
雇⽤管理等 懲戒処分
募集・採⽤ その他の労働条件
その他

846件

43.6%

484件

24.9%

242件

12.5%

119件

6.1%

113件

5.8%

70件

3.6%

59件

3.0% 9件

0.5%

令和4年度

男⼥雇⽤機会均等法 育児・介護休業法

パートタイム・有期雇⽤労働法 労働施策総合推進法

パワハラ防⽌措置 育児休業制度等

妊娠・出産・育休等ハラスメント セクハラ

その他 介護休業制度等

パート・有期法 介護ハラスメント

（１）労働保険の未⼿続事業⼀掃対策の推進
（２）労働保険料等の適正徴収等
（３）電⼦申請の更なる利⽤促進
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福島労働局ホームページで開設している特設サイト です。

役⽴つ情報を提供していますので、 是⾮アクセスしてく ださい。
また、 ご意⾒・ ご要望があれば下記までお寄せく ださい。

「働き⽅改⾰特設サイト」

●働き⽅改⾰に関する法律制度や
各種⽀援制度等を紹介しています。

「復興⽀援特設サイト 福島労働局」
●労働、雇⽤の⾯から復興⽀援の
主な取組を発信しています。

「福島県魅⼒ある職場づくり推進協議会」

●働き⽅改⾰に関する主な取組を
発信しています。

「ふくしま ⾼校⽣・⼤学⽣労働局」
●在学⽣、既卒者、保護者、教諭
向け、就職活動に関する情報を
ワンストップで発信しています。

 「就職氷河期世代の活躍を⽀援します」

●就職氷河期世代向けの各種⽀援制
度等の情報を発信しています。

●ご意⾒・ご要望は
福島労働局 雇⽤環境・均等室 ℡ 024-536-2777 へ

働く⼈たちとともに ２９

「『⼈への投資』の取組を応援します︕」
●⼈材育成に尽⼒されている事業
主さまに役⽴つ助成⾦の情報を発
信しています。
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